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商 品 名 そらちしんきん教育カードローン

・満１８歳以上で安定継続した収入があり、次のすべての条件を満たす方
・申込ご本人の子弟・孫・被扶養親族が、大学院、大学、短期大学、専修学校、各種学校、
　高等専門学校、高等学校等に就学中または就学予定である方
・しんきん保証基金の保証を受けられる方

お 使 い み ち
・申込ご本人の子弟・孫・被扶養親族が就学する大学院、大学、短期大学、専修学校、各
　種学校、高等専門学校、高等学校等への納付金および就学にかかる付帯費用
＜入学前･在学中＞
・入試合格・入学予定校が決定の後、卒業予定月までの間に限り繰り返し出金可能な、教
　育カードローン（当貸）契約を締結します。
・申込ご本人に対し教育カードローン（当貸）のローンカードを発行します。
・教育資金が必要となった場合、ローンカードによりＡＴＭ・ＣＤでの出金が可能です。
・教育カードローン（当貸）の期間中は、元金返済据置とし、利息については利息支払用
　預金口座より毎月ご返済いただきます。
＜卒業時＞
・教育カードローン（当貸）契約期限（証書貸付切替期限＝卒業予定月の３ヵ月後の月末）
　までに、その時点での教育カードローン（当貸）契約の貸越残高について、証書貸付へ
　の切り替えを行い、毎月の割賦返済を開始いただきます。
・５０万円以上３００万円以内（１０万円単位）
・ただし、しんきん保証基金保証付ローン（住宅ローンを除く）のご利用額合計が３千万
　円を超えない金額とします。

証 書 貸 付
ご 利 用 額

・教育カードローン（当貸）のご利用残高および最終利息支払済日以降のお利息（１万円単
あ位）。
＜当座貸越＞
５年以内（１年ごとの更新）とします。
※契約時に、卒業予定月の３ヵ月後の月末までを限度として証書貸付切替期限を設定
※医学部・薬学部等の６年制大学等、在学予定期間が４年を超える場合は、最長７年かつ
　卒業予定月の３ヵ月後の月末まで
＜証書貸付＞
３ヵ月以上１０年以内とします。

ご 融 資 利 率
・カードローン契約は「変動金利型」とし、証書貸付は「変動金利型」と「固定金利型」
　のいずれかを選択いただき、それぞれ当金庫所定の利率を適用します。
＜カードローン契約＞
・元金のご返済は据置とし、毎月10日にお利息のみお支払いいただきます。なお、元金の
　随時ご返済も可能です。
・卒業予定月の３ヵ月後の月末までに証書貸付に切り替えることで完済いただきます。
＜証書貸付＞
・変動金利型は、元利均等返済とします。
・固定金利型は、元利均等返済と元金均等返済の２種類がございます。
・ボーナス払いを併用される場合は６ヵ月間隔の年２回とし、ご融資金額の５０％以内と
　させていただきます。
＜カードローン契約＞
・前回利払日から今回利払日の前日までの毎日の最終残高の積数によって計算した利息を
　後払いしていただきます。
　なお、付利単位は１００円とし、次の計算による利息をお支払いいただきます。
【計算式】毎日の最終残高累計×年利率×１／３６５（円未満切捨て）
＜証書貸付＞
・利息は後払いとし、約定返済金額とともにお支払いいただきます。
　なお、付利単位は１００円とし、次の計算による利息をお支払いいただきます。
【計算式】
・元利均等返済の場合（初回を除く）：ご融資残高×年利率×月数×１／１２（円未満切
　捨て）
・元金均等返済の場合、および元利均等返済の初回返済の場合：ご融資残高×年利率×日
　数×１／３６５（円未満切捨て）

融－４０Ａ
次頁へつづきます。

ご利用いただける方

ご 利 用 形 式

カ ー ド ロ ー ン
ご 利 用 限 度 額

ご 返 済 方 法

利 息 計 算 方 法



・変動金利型の基準利率は、当金庫が定める「固定長期プライムレート」とします。
・カードローン契約の｢変動金利型｣利率変更のルール
（１）毎年１０月１日（休日の場合は翌営業日）を基準日とし、年１回、ご融資利率を見
　　　直しさせていただきます。
（２）前年基準日の基準利率と当年基準日の基準利率を比較し、貸越利率を引き上げ、ま
　　　たは引き下げするものとし、新利率の適用開始は、同年12月の約定利払日からとし
　　　ます。
（３）当座貸越ご契約後、最初の利率の見直しは、ご契約日の基準利率と、ご契約後最初
　　　に到来する基準日の基準利率との差をもって行います。
・証書貸付の｢変動金利型｣利率変更のルール
（１）毎年10月1日（休日の場合は翌営業日）を基準日とし、年1回、ご融資利率を見直し
　　　させていただきます。
（２）前年基準日の基準利率と当年基準日の基準利率を比較し、ご融資利率を引き上げ、
　　　または引き下げするものとし、新利率の適用開始は、同年12月の約定返済日の翌日
　　　からとします。
（３）当座貸越から切り替え後、最初の利率の見直しは、当初切り替え日の基準利率と、
　　　切り替え後最初に到来する基準日の基準利率との差をもって行います。
・しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は必要ありませ
　ん。
・保証料は融資利率に含みます。
・担保は必要ありません。

手 数 料
・条件変更取扱手数料（借入期間の延長、返済金額の変更等）については、預金・サービ
　ス編「主な手数料一覧（預－１４Ｂ）」に記載されている手数料が必要となります。

そ の 他
・審査によっては、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。また、現在
　のご融資利率やご返済額の試算につきましては、当金庫本支店窓口へお問い合わせくだ
　さい。

苦 情 処 理 措 置
紛 争 解 決 措 置

・お客様からの相談・苦情・紛争等につきましては「苦情処理措置・紛争解決措置につい
　て（預・融 共通）」をご覧ください。

融－４０Ｂ

変 動 金 利 型
の お 取 扱 い

保 証 人 ・ 担 保


